
○
内
閣
府
告
示
第
三
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
大
型
特
殊
自
動
車
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
特
殊
な
構
造
を
有
す
る
自
動
車
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

ホ
イ
ー
ル
・
キ
ャ
リ
ヤ

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




